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第１章 環境配慮指針の基本的事項  

 

 

１ 配慮指針策定の背景と目的 

  今日の環境問題は、自然破壊、地球温暖化、フロン等によるオゾン層破

 壊、生産活動やごみ焼却等に起因するダイオキシン類等有害物質の拡散や

 酸性雨など、通常の事業活動や日常生活に起因する問題が大きな部分を占

 めるに至っている。 

  このような廃棄物問題や地球温暖化をはじめとする地球環境問題に対処

し、地球環境を健全な状態で未来に引き継いでいくためには、市民、事業

者、行政がそれぞれの責任において、自主的かつ積極的に、環境の保全と

創造に向けた行動をとっていくことが必要である。 

  とりわけ、市が実施する公共工事においては、官民一体で環境への負荷

を低減するとともに、豊かな自然環境の保全・創造及び人にやさしい環境

づくりが不可欠である。 

  この施工業者用「公共工事における環境配慮指針」は業者による直接ま

たは間接的な環境への負荷を低減するための基本的な指針であり、これに

基づき、事業者として自ら環境に配慮して実施することを目的とする。 

 

２ 配慮指針の基本方針 

（１）この環境配慮指針は、市が実施する公共事業において、施工の段階

における検討すべき環境への配慮項目を掲げたものであり、工事の

実施に当たっては、それぞれの環境配慮事項を適用していくものと

する。 

（２）これらの環境保全への取組を通して、業者一人ひとりが環境への関

わりについて理解し、現場においても環境に配慮した取組を積極的

に進めることができるよう、現場員の環境に対する意識の高揚にも

つなげていくものである。 

（３）昨今の行政改革の流れの中でコスト縮減の方針が示されており、本

市においてもコスト縮減に向けて努力している状況であるが、リサ

イクル製品の使用や新技術の導入等、様々な工夫を凝らし、環境に

も配慮することを当然の意識として定着させていくものとする。 

（４）この指針は、市が実施する公共工事での環境配慮のために策定した

ものではあるが、資材の発注等を通して、製造メーカー等に環境へ

の配慮事項や負荷の少ない材料等が展開されるよう積極的に推進し

ていくものとする。 
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第２章 公共工事における環境配慮 
 

 

 

 

１ 公共工事に当たっての基本方針 

 市が実施する公共工事は、産業・経済の発展並びに便利で快適な市民生 

活の向上において必要不可欠なものであるが、一部には自然環境の改変を 

はじめ、様々な環境負荷を発生させる要因をもっている場合もある。 

 このため、「公共工事における環境配慮指針」に基づき、自然環境の保 

全、緑化の推進、省資源・省エネルギー対策、環境負荷の少ない製品の使 

用推進、有害物質対策等について配慮するとともに、施工段階においても 

環境保全対策及び建設副産物対策等についての取組を強化し、環境への負 

荷を低減していくことをめざす。 

 

２ 施工段階での環境配慮 

基本的視点 

  ①環境対策については、市と十分協議を行い、環境負荷の低減に努め

る。 

  ②施工期間の長期化等はできるだけ避け、計画的な工事実施に努める。 

  ③工事に伴う騒音、振動、粉じん、排ガス等のより一層の低減に努め

る。 

  ④工事に伴い発生する建設副産物については、廃棄物処理法等関係法

令を遵守し、適正な処理を行う。 

（１） 工事及び工事現場での配慮 

  ①環境負荷の少ない材料及び施工方法での工事に努める。 

  ②可能な限り効率化、合理化し、工期の短縮を図る。 

  ③工事中の省エネや節水、出入り車輌の整備の励行、アイドリング・

ストップ、工事車輌からの排ガス抑制等に努める。 

  ④工事の実施に当たっては、工事現場の周辺状況に配慮し、適切な工

法、機械を採用する。 

（２） 環境保全対策 

  ①公害防止のための環境関係・建設関係等関連法を遵守し、工事に伴

う公害防止に努める。 

  ②低騒音型作業機械等を積極的に採用するとともに、騒音・振動・粉

じんについては、仮囲い、散水等により発生防止に努める。 

  ③出入り車輌の排ガス・騒音・振動等については、極力抑制するよう

に努める。 

  ④掘削に伴う濁水については、沈殿又はろ過を行い、適正に処理する。 
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  ⑤土壌汚染の恐れのある場所については、その有無を把握し、必要な

場合は汚染土の適正な処理を行う。 

（３）建設副産物対策 

  ①発生抑制に努める。 

   ア建設廃棄物の少ない施工技術及び施工方法の採用に努める。 

   イ建設材料はリサイクル可能なものを積極的に使用する。 

  ②再利用を推進する。 

   ア発生土の再利用 

    ・土地の掘削を伴う工事については、掘削土量の削減及び現場内

利用に努める。 

    ・最終的に排出する残土は、改良土として有効利用に努める。 

   イ建設副産物の再利用 

    ・アスファルト・コンクリート塊、コンクリート塊、建設発生木

材のリサイクルを推進する。 

    ・鉄くず、アルミ等のリサイクルを推進する。 

    ・伐採木の有効利用に努める。 

    ・その他のリサイクル可能な建設副産物についても、積極的な再

利用に努める。 

  ③適正処理を推進する。 

   ア事業者は、マニフェスト等により、廃棄物の種類・数量・処理施 

設の処理能力等の確認を行うとともに、適正に処理されたことを 

書類により明らかにする。 

   イ排出事業者として、工事施工に伴い発生する建設副産物が適正に 

処理されているかを確認する。 
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配慮事項 具体的取組 

工事及び現場での配慮  

□市の基本的立場を理解し、環

境負荷の少ない材料及び施工

方法に努める。 

・環境負荷の少ない材料及び施工方法等に

ついて積極的に市へ提案するよう努める

こと。 

□工事は可能な限り効率化、合

理化し、工期の短縮・合理化

に努める。 

・工事の効率化、合理化を図り、計画的な

実施により工期の短縮を図る。 

□工事中に省エネや節水、出入

り車輌の整備の励行、アイド

リング・ストップ、工事車輌

からの排出ガス抑制に努め

る。 

・工事の際の省エネ、節水、アイドリグ・

ストップ等に努める。 

・出入り車輌の整備を励行する。 

・工事用車輌の運行時間、台数等の工夫に

努める。 

・運搬ルートを事前に検討、確認して流通

の合理化に努める。 

・急発進・急加速、空吹かしを避けエコド

ライブに努める。 

□工事現場での省エネルギー活

動に努める。 

・現場事務所等において、エネルギー効率

の高い空調・照明器具を使用するととも

に、こまめな消灯、空調温度の適正化等

エネルギー使用の抑制に努める。 

・工事現場においてエネルギー効率の良い

機械及び工具を採用する。 

第３章 工事環境配慮 
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□工事現場の周辺状況に配慮す

る。 

・ヒートアイランド対策として、必要に応

じて工事現場周辺の散水に努める。 

・工事現場事務所、資材置場の設置に当た

っては近隣住居の環境保全に努める。 

・工事による近隣家屋への影響対策を検討

する。 

・工事に伴う道路交通規制の低減に努め

る。 

・工事用防護柵等のデザインに配慮するな

ど、周囲の景観との調和を図る。 

・排水路への汚濁防止のため、全体工程の

中で施工時期に配慮すること。 

・現場内の整理整頓は勿論、周囲の清掃に

も努めること。 

・河道の変更や新水路等の設置に際しては

下流の自然環境に著しい影響を与えない

ように配慮する。 

環境保全対策  

□自然・生態系への配慮と緑の

保護と創出に努める。 

・工事によって周辺の緑に改変等を生じた

場合は、速やかに緑化あるいは現状の回

復に努める。 

・工事を行うに当たっては、生物の生息環

境の保全に努め、生物の移動や採餌、繁

殖などを阻害しないよう努める。 

・できる限り里山等の保全に努める。 

・水系、流域、地下水等の改変の低減に努

める。 

□公害防止のための、環境関

係・建設関係等関連法を遵守

し、工事に伴う公害防止に努

める。 

・環境関係・建設関係等関連法を遵守す

る。 

・埋立には有害物質による汚染のない土砂

を確認して使用する。 

・工事の集中を避け平準化を図る。 

・工事関係車輌による交通渋滞や大気汚

染、粉じん、騒音・振動等の発生抑制に

努める。 

□低騒音型作業機械等を積極的

に使用するとともに、騒音・

振動対策に努める。 

・低騒音、低振動型機械を使用する。 

・排出ガス対策型機械を使用する。 
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□出入り車輌の排ガス・騒音振

動等については、極力抑制す

るように努める。 

・出入り車輌についても工事現場周辺のお

よぼす騒音・振動等の対策に努める。 

□掘削に伴う濁水については、

沈殿又はろ過を行い適正に処

理する。 

・濁水、土砂の流出防止に努める。（沈砂

池、木製土留工の施工等） 

 

□土壌汚染の恐れのある場所に

ついてはその有無を把握し、

必要な場合は汚染土壌の適正

な処理を行う。 

・土壌汚染により地域の生活環境に影響を

及ぼさないように必要な処置を講ずる。

 

建設副産物対策  

□発生抑制に努める。 

 

・建設廃棄物の少ない施工技術及び施工方

法の採用等により発生抑制に努める。 

・包装・梱包材の簡素化に努める。 

・環境負荷の少ない資材の利用や繰り返し

使用により資源の有効利用に努める。 

□再利用を推進する。  

  ・発生土の再利用 ・土地の掘削を伴う工事については、掘削

土量の削減に努める。 

・発生土の現場内利用に努める。 

・残土は改良土等として有効利用に努め

る。 

  ・建設副産物の再利用 ・アスファルト塊のリサイクル化に努め

る。 

・コンクリート塊のリサイクル化に努め

る。 

・建設発生木材のリサイクル化に努める。

・その他の建設副産物（鉄くず、アルミ、

伐採木等）の有効利用に努める。 

□建設廃棄物を適正処理する。  
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・排出事業者の責務と役割 ・排出事業者は、自らの責任において建設

廃棄物を廃棄物処理法に従い、適正に処

理すること。 

・排出事業者は建設廃棄物の処理を他人に

委託する場合、廃棄物処理法に定める委

託基準に従い、収集運搬業者及び中間処

理業者又は最終処分業者とそれぞれ事前

に委託契約を書面にて行い、適正処理を

確保すること。 

・廃棄物の運搬又は処分を委託しようとす

る場合は、委託先の事業者が廃棄物を処

理する能力を備えていることの確認と、

委託後は毎年その事業者の処理の状況な

どの確認をすること。又委託先での不適

正処理を知った時は、速やかに発注者に

報告すること。 

・適正な処理に努める。 ・フロンやアスベスト、ＰＣＢの適正処理

に努める。 

・その他の廃棄物についても適正処理に努

める。 
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